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新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

 

 

建設副産物適正処理マニュアル  目 次 

 

 １  建設副産物                                    ・・・・・・・・・   １  

 ２ 再生資材と廃棄物の取扱い            ・・・・・・・・・   ２ 

 ３ 発注者の責務                                   ・・・・・・・・・   ２   

  【省略】 

 ４ 建設副産物の再利用・適正処理            ・・・・・・・・・  ４  

  【省略】 

 

 ５ 処理・再利用フロー及び留意事項等        ・・・・・・・・・    ７ 

  【省略】 

 

【様式】 

  【省略】 

    

【建設副産物の処理・再利用フロー及び留意事項に係る Q＆A】 

                                                    ・・・・・・・・・ ５２ 

 

【現場発生材の取り扱いについて及び発生材 Q＆A】 

・・・・・・・・・  ７４ 

 

・改正履歴 

 １ 平成１４年４月２３日事務連絡「建設副産物適正処理マニュアル」の通知 

 ２ 平成１４年６月２６日設計第４３２号一部改正（発生木材・再資源化等報告書） 

 ３ 平成１４年７月３０日設計第５３９号参考資料４改正（環廃第３５５号環境部長平成１４年７月 

２６日改正） 

 ４ 平成１５年４月３日設計第３５号一部改正（既設路盤材、すき取り土処理・再利用フロー等） 

  ５ 平成１７年６月６日事調第２８６号「建設発生土（既設路盤材）の処理・再利用フロー」の変更 

  ６ 平成１９年６月１４日事調第３１２号一部改正（内容の見直し及び追加） 

  ７ 平成２０年５月７日事調第１９９号一部追加訂正（Ｑ＆Ａの追加） 

  ８ 平成２０年１２月１日事調第９００号一部改正 

 ９  平成２２年 ３月２９日事調第１２１７号一部改正 

 10 平成２５年 １月２８日事調第１０１２号一部改正 

  11 平成２６年 ３月１３日事調第１１５３号一部改正 

12 平成２７年 ９月１１日事調第 ５３９号一部改正 

13 平成２９年  １月１８日事調第 ９７３号一部改正 

14 令和 ８年 1月２７日事調第１２５４号一部改正 

 

建設副産物適正処理マニュアル  目 次 

 

 １  建設副産物                                    ・・・・・・・・・   １  

 ２ 再生資材と廃棄物の取扱い            ・・・・・・・・・    ２ 

 ３ 発注者の責務                                   ・・・・・・・・・   ２   

  【省略】 

 ４ 建設副産物の再利用・適正処理            ・・・・・・・・・  ４  

 【省略】 

 

 ５ 処理・再利用フロー及び留意事項等        ・・・・・・・・・    ７ 

  【省略】 

 

【様式】 

  【省略】 

    

【建設副産物の処理・再利用フロー及び留意事項に係る Q＆A】 

                                                    ・・・・・・・・・ ５２ 

 

【現場発生材の取り扱いについて及び発生材 Q＆A】 

・・・・・・・・・  ７４ 

 

・改正履歴 

 １ 平成１４年４月２３日事務連絡「建設副産物適正処理マニュアル」の通知 

 ２ 平成１４年６月２６日設計第４３２号一部改正（発生木材・再資源化等報告書） 

 ３ 平成１４年７月３０日設計第５３９号参考資料４改正（環廃第３５５号環境部長平成１４年７月 

２６日改正） 

 ４ 平成１５年４月３日設計第３５号一部改正（既設路盤材、すき取り土処理・再利用フロー等） 

  ５ 平成１７年６月６日事調第２８６号「建設発生土（既設路盤材）の処理・再利用フロー」の変更 

  ６ 平成１９年６月１４日事調第３１２号一部改正（内容の見直し及び追加） 

  ７ 平成２０年５月７日事調第１９９号一部追加訂正（Ｑ＆Ａの追加） 

  ８ 平成２０年１２月１日事調第９００号一部改正 

 ９  平成２２年 ３月２９日事調第１２１７号一部改正 

 10 平成２５年 １月２８日事調第１０１２号一部改正 

  11 平成２６年 ３月１３日事調第１１５３号一部改正 

 12 平成２７年 ９月１１日事調第 ５３９号一部改正 

  13 平成２９年  １月１８日事調第 ９７３号一部改正 
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新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

 

建設副産物適正処理マニュアル 

 

１ 建設副産物 

 【省略】 

 

２ 再生資材と廃棄物の取扱い 

【省略】 

 

３ 発注者の責務 

  【省略】 

 

４ 建設副産物の再利用・適正処理 

【省略】 

 

５ 処理・再利用フロー及び留意事項等 

  【省略】 

 

【様式】 

 様式１ 

 【省略】 

 様式２ 

 【省略】 

 様式３ 

 【省略】 

 様式４ 

 【省略】 

 様式５ 

 【省略】 

 様式６ 

 【省略】 

 様式７ 

 【省略】 

 様式８ 

 【省略】 

 

 

 

建設副産物適正処理マニュアル 

 

１ 建設副産物 

 【省略】 

 

２ 再生資材と廃棄物の取扱い 

【省略】 

 

３ 発注者の責務 

    【省略】 

 

４ 建設副産物の再利用・適正処理 

【省略】 

 

５ 処理・再利用フロー及び留意事項等 

  【省略】 

 

【様式】 

 様式１ 

 【省略】 

 様式２ 

 【省略】 

 様式３ 

 【省略】 

 様式４ 

 【省略】 

 様式５ 

 【省略】 

 様式６ 

 【省略】 

 様式７ 

 【省略】 

 様式８ 

 【省略】 
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字句の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式９） ○○○第 号

○○年○○月○○日平成

通 知 書

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１１条の規定により別表のとおり通

知をします。

○○○○○○様

※ 工事の施工場所が建築主事を置く市（特定行政庁）の場合、市町村長あてに通知、

最寄りの市町村を経由してそれ以外については、北海道知事あてに

通知する。

（建築主事を置く市：札幌市、函館市、旭川市、小樽市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、苫小牧市、江別市）

（支出負担行為担当者）

印○○振興局長

記

１、工事名

２、工事の場所

３、工事の種類 ※次のいずれかを記入

①建築物の解体 床面積 ｍ２

②建築物の新築・増築 床面積 ｍ２

③建築物の修繕・模様替え 請負相当額 円

④その他工作物に関する工事 請負相当額 円

４、請負業者名

５、工期 年 月 日から 年 月 日まで平成 平成

（工事着手予定日： 年 月 日）平成

６、添付書類

① 特定建設資材の利用に関する計画の通知 別表イ

② 特定建設資材廃棄物の発生量の見込みの通知 別表ロ

連絡先

（ ）○○振興局産業振興部整備課 農村振興課

担当 ○○

℡ ○○

（様式９） ○○○第 号

○○年○○月○○日

通 知 書

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１１条の規定により別表のとおり通

知をします。

○○○○○○様

※ 工事の施工場所が建築主事を置く市（特定行政庁）の場合、市町村長あてに通知、

北海道建築行政事務処理システム（通称Ｄシスそれ以外については、北海道知事あてに

通知する。テム）により

（建築主事を置く市：札幌市、函館市、旭川市、小樽市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、苫小牧市、江別市）

（支出負担行為担当者）

○○振興局長

記

１、工事名

２、工事の場所

３、工事の種類 ※次のいずれかを記入

①建築物の解体 床面積 ｍ２

②建築物の新築・増築 床面積 ｍ２

③建築物の修繕・模様替え 請負相当額 円

④その他工作物に関する工事 請負相当額 円

４、請負業者名

５、工期 年 月 日から 年 月 日まで

（工事着手予定日： 年 月 日）

６、添付書類

① 特定建設資材の利用に関する計画の通知 別表イ

② 特定建設資材廃棄物の発生量の見込みの通知 別表ロ

連絡先

（ ）○○振興局産業振興部整備課 農村振興課

担当 ○○

℡ ○○



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

 

建設副産物の処理・再利用フロー及び留意事項にかかるＱ&Ａ  

１ コンクリート塊 Ｑ&Ａ  

 【省略】 

 

１－１ コンクリート再生材 Ｑ＆Ａ 

  

Ｑ１ 基礎材等にも再生骨材を使用できるか。 

 

Ａ１ 再生骨材を使用することを基本とする。 

「コンクリート再生骨材使用に関する積算時等の取扱いについて」（平成２２年１月１４日付け

事調第９２２号）により取り扱うこと。 

 

 

 

 

Ｑ２～Ｑ６ 

【省略】 

 

２ アスファルト・コンクリート塊 Ｑ&Ａ  

    ～ 

９ 農業用廃プラスチック類 Ｑ&Ａ  

【省略】  

 

現場発生材の取扱いについて及び発生材Ｑ&Ａ 

【省略】 

  

 
                  

建設副産物の処理・再利用フロー及び留意事項にかかるＱ&Ａ  

１ コンクリート塊 Ｑ&Ａ  

 【省略】 

 

１－１ コンクリート再生材 Ｑ＆Ａ 

  

Ｑ１ 基礎材等にも再生骨材を使用できるか。 

 

Ａ１ 「コンクリート再生骨材使用に関する積算時等の取扱いについて」（平成２２年１月１４日付

け事調第９２２号）において、水路や擁壁の背面など排水を目的とした場合には、天然骨材を使

用することとしている。 

   基礎材等にアンダードレンやフィルターを設置する必要がある場合は、水路や擁壁の背面など

の排水目的も兼ねることとなるため、天然骨材を使用し、それ以外の場合は、再生骨材を使用す

ることを基本とする。 

 

Ｑ２～Ｑ６ 

【省略】 

 

２ アスファルト・コンクリート塊 Ｑ&Ａ  

    ～ 

９ 農業用廃プラスチック類 Ｑ&Ａ 

 【省略】 

 

現場発生材の取扱いについて及び発生材Ｑ&Ａ 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


